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問１ 

 ＣＦＰ認定者にとって業務を行ううえで留意しなければならないのが、関連業法等の順守です。以

下の設問Ａ、Ｂについて、それぞれの答えを１～４の中から１つ選んでください。 

 

（問題１） 
 

（設問Ａ）特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律（フリーランス法）に関する次の記述の

うち、最も不適切なものはどれか。なお、本設問においては、特定受託事業者を「フリーラ

ンス」といい、また、「業務委託事業者」は従業員を使用する法人（特定業務委託事業者）

でありフリーランスに６ヵ月以上の業務委託をするものとする。 

 

１．業務委託事業者は、フリーランスに対して発注した物品の受取日やフリーランスの役務の提

供日から起算して９０日以内のできる限り短い期間内に、フリーランスに対して報酬を支払

わなければならない。 

２．業務委託事業者が、フリーランスに対し業務委託をした場合、直ちに、取引条件として定め

た業務内容や報酬額等を書面または電磁的方法によって明示しなければならない。 

３．業務委託事業者は、フリーランスに対して、正当な理由がある場合を除き、自己の指定する

物を強制して購入させてはならない。 

４．業務委託事業者は、継続的業務委託に係る契約を更新しない場合または解除する場合、原則

として、フリーランスに対して少なくとも３０日前までにその予告をしなければならない。 

 

（問題２） 
 

（設問Ｂ）個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）に関する次の記述のうち、最も不適切なも

のはどれか。 

 

１．生存する個人に関する情報で、顔や指紋など特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の

用に供するために変換した符号で特定の個人を識別できるものは、個人情報に該当する。 

２．個人情報取扱事業者は、要配慮個人情報に該当する人種、信条などの記述が含まれる個人情

報を取得する場合、原則として、あらかじめ本人の同意を得なければならない。 

３．個人情報取扱事業者は、合併による事業の承継に伴って個人データを承継会社に提供する場

合、あらかじめ本人の同意を得る必要はない。 

４．個人情報取扱事業者は、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超

える場合は、本人の同意を得ることにより、個人情報の利用目的を変更することができる。 
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問２ 

 ＣＦＰ認定者にとって、ライフプランニングに関する最新の情報に関心をもち、情報収集しておく

ことは大切です。以下の設問Ａ～Ｄについて、それぞれの答えを１～４の中から１つ選んでください。 

 

（問題３） 
 

（設問Ａ）障害者の雇用の促進等に関する法律に関する次の記述の空欄（ア）～（ウ）にあてはまる語

句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。 

 

・ 法定雇用障害者数の算定において、１人未満の端数が生じた場合、その端数は（ ア ）。 

・ 実雇用障害者数の算定において、重度身体障害者または重度知的障害者であり、かつ、週の所

定労働時間が３０時間以上である労働者は、その１人をもって（ イ ）に相当するものとみ

なす。 

・ 常時雇用する労働者が１００人を超える事業主が、障害者法定雇用率を超えて障害者を雇用し

ている場合は、障害者法定雇用率を超えて雇用している障害者数に応じて、原則として１人当

たり月額２９,０００円の障害者雇用調整金が支給される。一方、障害者法定雇用率を未達成の

場合は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて１人当たり月額（ ウ ）の障害者雇

用納付金を納付しなければならない。 

 

１．（ア）切り捨てる （イ）２人 （ウ）５０,０００円 

２．（ア）切り捨てる （イ）３人 （ウ）３０,０００円 

３．（ア）切り上げる （イ）２人 （ウ）３０,０００円 

４．（ア）切り上げる （イ）３人 （ウ）５０,０００円 

 

（問題４） 
 

（設問Ｂ）児童手当法に基づく児童手当に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記

載のない事項については、支給要件を満たしているものとする。 

 

１．児童手当の支給対象となる児童は、１５歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にあ

る者である。 

２．親等から生計費の負担を受けている子が、大学生（２０歳）、高校生（１７歳）および中学

生（１５歳）の場合、第３子である中学生（１５歳）を対象として支給される児童手当の月

額は、１０,０００円である。 

３．児童手当の支給対象となる児童の親等の所得が一定額以上の場合、児童手当の支給は制限さ

れる。 

４．児童手当は、原則として、毎年偶数月にそれぞれの前月分までが支給される。 
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（問題５） 
 

（設問Ｃ）都道府県・指定都市社会福祉協議会（窓口業務は市町村の社会福祉協議会等で実施）の日常

生活自立支援事業（以下「本事業」という）に関する次の記述のうち、最も適切なものはど

れか。 

 

１．生活保護受給世帯における本事業の利用料は、その他の世帯に係る利用料の２分の１である。 

２．契約締結前の相談や支援計画の作成および契約締結後のサービス利用は、いずれも有料である。 

３．本事業には、年金証書や預貯金通帳、実印、銀行印のほか、宝石や書画、骨董品を預かるサ

ービスがある。 

４．本事業を利用している者は、福祉施設に入所した場合や病院に入院した場合であっても、本

事業の利用を継続することができる。 

 

（問題６） 
 

（設問Ｄ）飲食店を経営している荒木さんは、新規に店舗を出店するかどうか検討している。以下の

＜資料＞に基づく投資の意思決定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、計

算に当たっては係数表を使用せず、電卓にて計算し、計算過程で万円未満の端数が生じた場

合は万円未満を四捨五入すること。 

 

＜資料＞ 
 

［投資条件］ 

投資額：２,６００万円 

資本コスト：年７％ 

 投資によって将来得られるキャッシュフロー 

１年後   ５００万円 

２年後   ９００万円 

３年後 １,５００万円 

 

［意思決定の基準］ 

当初３年間に得られるキャッシュフローの正味現在価値による。 

・ 正味現在価値が正の場合：新規出店を実施する。 

・ 正味現在価値が負の場合：新規出店を実施しない。 

 

［正味現在価値の計算式］ 

正味現在価値＝将来キャッシュフローの現在価値－投資するキャッシュの現在価値 

 

１．この投資の正味現在価値は▲２８４万円であるため、新規出店を実施しない。 

２．この投資の正味現在価値は▲２４６万円であるため、新規出店を実施しない。 

３．この投資の正味現在価値は▲１２３万円であるため、新規出店を実施しない。 

４．この投資の正味現在価値は９７万円であるため、新規出店を実施する。  
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問３ 

 パーソナルファイナンスに関する以下の設問Ａ～Ｃについて、それぞれの答えを１～４の中から１つ

選んでください。なお、設問Ａ、Ｂについては以下の＜資料＞に基づいて解答してください。 

 

＜資料＞ 
 

【収入に関する事項】 

◯収入（年間・手取り） 

柴田 拓也さん（本人・会社員）：現在４５０万円 

柴田 裕子さん（妻・パート）：現在１５０万円 

 

【支出に関する事項】 

◯基本生活費：年間３００万円 

◯住宅関連費（社宅） 

家賃：年間７２万円 

◯教育費 

長男：公立小学校、私立中学校、私立高校に進学を予定している。 

長女：公立小学校、公立中学校、公立高校に進学を予定している。 

 
小学校 中学校 高校 

公立 公立 私立 公立 私立 

年間教育費 ３５万円 ５０万円 １１０万円 ４５万円 ９０万円 

入学一時金 － １０万円  ４０万円 １５万円 ３５万円 

※キャッシュフロー表の「教育費」について、小学校に入学する年の前年までに記載されている金

額は、保育料である。 

◯保険料：年間３６万円 

◯自動車関連費 

維持費：年間２０万円 

買替え：２０３０年に３００万円 

車検：２０２６年、２０２８年、２０３３年、２０３５年、２０３７年、２０３９年に車検を行

う。費用は１回当たり１５万円 

◯その他支出：年間１５万円 

◯一時的支出：２０３６年に家族旅行費用５０万円 

 

【留意事項】 

・ キャッシュフロー表の同一の欄に計上する項目が複数ある場合、それらの合計額に変動率を

適用し算出した金額によること。 

・ ＜資料＞の金額はすべて２０２５年（基準年）時点の現在価値である。 
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＜現状のキャッシュフロー表＞ （単位：万円） 

経過年数 基準年 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 
西暦（年） ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ ２０２９ ２０３０ ２０３１ ２０３２ 

家
族
・
年
齢 

柴田 拓也 本人 ３５ ３６ ３７ ３８ ３９ ４０ ４１ ４２ 
   裕子 妻 ３４ ３５ ３６ ３７ ３８ ３９ ４０ ４１ 
   陽翔 長男 ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ 
   結菜 長女 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

ライフイベント 
 

    

長男 

小学校 

入学 

自動車 

買替え 

長女 

小学校 

入学 

  
変動率 

収
入 

本人 ２.０％ ４５０ ４５９ ４６８ ４７８ ４８７ ４９７ ５０７ ５１７ 
妻 ２.０％ １５０ １５３ １５６      

収入合計 － ６００ ６１２ ６２４      

支
出 

基本生活費 ２.０％ ３００ ３０６ ３１２      
住宅関連費 ０.０％ ７２ ７２ ７２ ７２ ７２ ７２ ７２ ７２ 
教育費（長男） ２.０％ ４５ ３６ ３１ ３２ ３８ ３９ ３９ ４０ 
教育費（長女） ２.０％ ４５ ４６ ４７ ３７ ３２ ３３ ３９ ４０ 
保険料 ０.０％ ３６ ３６ ３６ ３６ ３６ ３６ ３６ ３６ 
自動車関連費 ２.０％ ２０ ３６       
その他支出 ２.０％ １５ １５ １６      
一時的支出 ２.０％ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

支出合計 － ５３３ ５４７       
年間収支 － ６７ ６５    （ ア ）   
預貯金等残高 ２.０％ １,０００ １,０８５      １,５３５ 

 

経過年数 ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ 
西暦（年） ２０３３ ２０３４ ２０３５ ２０３６ ２０３７ ２０３８ ２０３９ ２０４０ 

家
族
・
年
齢 

柴田 拓也 本人 ４３ ４４ ４５ ４６ ４７ ４８ ４９ ５０ 
   裕子 妻 ４２ ４３ ４４ ４５ ４６ ４７ ４８ ４９ 
   陽翔 長男 １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ 
   結菜 長女 ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ 

ライフイベント 
 

  

長男 

中学校 

入学 

家族旅行 

長女 

中学校 

入学 

長男 

高校入学 
 

長女 

高校入学 
 

変動率 

収
入 

本人 ２.０％ ５２７ ５３８ ５４９ ５６０ ５７１ ５８２ ５９４ ６０６ 
妻 ２.０％   １８３ １８７ １９０ １９４ １９８ ２０２ 

収入合計 －   ７３２ ７４７ ７６１ ７７６ ７９２ ８０８ 

支
出 

基本生活費 ２.０％ ３５１ ３５９ ３６６ ３７３ ３８０ ３８８ ３９６ ４０４ 
住宅関連費 ０.０％ ７２ ７２ ７２ ７２ ７２ ７２ ７２ ７２ 
教育費（長男） ２.０％ ４１ ４２       
教育費（長女） ２.０％ ４１        
保険料 ０.０％ ３６ ３６ ３６ ３６ ３６ ３６ ３６ ３６ 
自動車関連費 ２.０％         
その他支出 ２.０％ １８ １８ １８ １９ １９ １９ ２０ ２０ 
一時的支出 ２.０％ ０ ０ ０ ６２ ０ ０ ０ ０ 

支出合計 －   （ イ ）      
年間収支 －         
預貯金等残高 ２.０％ １,６６９        
※問題作成の都合上、一部空欄にしてある。また、記載されている数値は正しいものとする。 
※各項目の計算に当たっては端数を残し、表中に記入の際は万円未満四捨五入したものを使用すること。
ただし、預貯金等残高は各年ごとに端数を残さず、万円未満四捨五入のうえ計算すること。 

※収入合計と支出合計、年間収支は表中に記載すべき整数で計算すること。 

  



 
ライフプランニング・リタイアメントプランニング 2025年度第2回 

8 ＮＰＯ法人日本ＦＰ協会 無断複製転載禁止 ライフプランニング・リタイアメントプランニング 

（問題７） 
 

（設問Ａ）柴田さん夫婦は、将来の資金計画についてＣＦＰ認定者に相談し、キャッシュフロー表を

作成してもらうことにした。現状のキャッシュフロー表中の空欄（ア）、（イ）にあてはまる

金額の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、計算に当たっては係数表を使用せず、

電卓にて計算すること。 

 

１．（ア）▲２１８ （イ）７１２ 

２．（ア）▲２１８ （イ）７６１ 

３．（ア）▲１９６ （イ）７１２ 

４．（ア）▲１９６ （イ）７６１ 

 

（問題８） 
 

（設問Ｂ）柴田さん夫婦は、２０３３年に自宅の購入を検討しており、裕子さんの働き方および保険の

見直しを考えている。そこで、ＣＦＰ認定者は、以下の＜見直しの内容＞を提案し、それ

に伴うキャッシュフロー表を作成した。見直し後のキャッシュフロー表中の空欄（ウ）にあ

てはまる金額として、正しいものはどれか。なお、計算に当たっては係数表を使用せず、電

卓にて計算すること。 

 

＜見直しの内容＞ 
 

・裕子さんの収入（年間・手取り） 

２０３３年から１８０万円（現在価値） 

・住宅関連費 

２０３３年に自宅（戸建て）を購入する。 

頭金・諸経費：５００万円 

住宅ローン：金利年２.０％（全期間固定） 

元利均等返済（ボーナス返済なし） 

年間返済額１４２万円（２０３３年以降） 

債務者は拓也さんで６５歳時に完済予定 

固定資産税等：年間５万円（２０３３年以降） 

・保険料 

２０３３年から年間１８万円（住宅ローンの借入れに伴い減額） 

 

１．１,１１６ 

２．１,１４７ 

３．１,１５２ 

４．１,１６５ 
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＜見直し後のキャッシュフロー表＞ （単位：万円） 
経過年数 基準年 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 
西暦（年） ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ ２０２９ ２０３０ ２０３１ ２０３２ 

家
族
・
年
齢 

柴田 拓也 本人 ３５ ３６ ３７ ３８ ３９ ４０ ４１ ４２ 
   裕子 妻 ３４ ３５ ３６ ３７ ３８ ３９ ４０ ４１ 
   陽翔 長男 ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ 
   結菜 長女 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

ライフイベント 
 

    

長男 

小学校 

入学 

自動車 

買替え 

長女 

小学校 

入学 

  
変動率 

収
入 

本人 ２.０％ ４５０ ４５９ ４６８ ４７８ ４８７ ４９７ ５０７ ５１７ 
妻 ２.０％ １５０ １５３ １５６      

収入合計 － ６００ ６１２ ６２４      

支
出 

基本生活費 ２.０％ ３００ ３０６ ３１２      
住宅関連費 ０.０％ ７２ ７２ ７２ ７２ ７２ ７２ ７２ ７２ 
教育費（長男） ２.０％ ４５ ３６ ３１ ３２ ３８ ３９ ３９ ４０ 
教育費（長女） ２.０％ ４５ ４６ ４７ ３７ ３２ ３３ ３９ ４０ 
保険料 ０.０％ ３６ ３６ ３６ ３６ ３６ ３６ ３６ ３６ 
自動車関連費 ２.０％ ２０ ３６       
その他支出 ２.０％ １５ １５ １６      
一時的支出 ２.０％ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

支出合計 － ５３３ ５４７       
年間収支 － ６７ ６５       
預貯金等残高 ２.０％ １,０００ １,０８５      １,５３５ 

 

経過年数 ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ 
西暦（年） ２０３３ ２０３４ ２０３５ ２０３６ ２０３７ ２０３８ ２０３９ ２０４０ 

家
族
・
年
齢 

柴田 拓也 本人 ４３ ４４ ４５ ４６ ４７ ４８ ４９ ５０ 
   裕子 妻 ４２ ４３ ４４ ４５ ４６ ４７ ４８ ４９ 
   陽翔 長男 １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ 
   結菜 長女 ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ 

ライフイベント 
 

住宅購入  

長男 

中学校 

入学 

家族旅行 

長女 

中学校 

入学 

長男 

高校入学 
 

長女 

高校入学 
 

変動率 

収
入 

本人 ２.０％ ５２７ ５３８ ５４９ ５６０ ５７１ ５８２ ５９４ ６０６ 
妻 ２.０％         

収入合計 －         

支
出 

基本生活費 ２.０％ ３５１ ３５９ ３６６ ３７３ ３８０ ３８８ ３９６ ４０４ 
住宅関連費 ０.０％         
教育費（長男） ２.０％ ４１ ４２       
教育費（長女） ２.０％ ４１        
保険料 ０.０％         
自動車関連費 ２.０％         
その他支出 ２.０％ １８ １８ １８ １９ １９ １９ ２０ ２０ 
一時的支出 ２.０％ ０ ０ ０ ６２ ０ ０ ０ ０ 

支出合計 －         
年間収支 －         
預貯金等残高 ２.０％ （ ウ ）        

※問題作成の都合上、一部空欄にしてある。また、記載されている数値は正しいものとする。 
※各項目の計算に当たっては端数を残し、表中に記入の際は万円未満四捨五入したものを使用すること。
ただし、預貯金等残高は各年ごとに端数を残さず、万円未満四捨五入のうえ計算すること。 

※収入合計と支出合計、年間収支は表中に記載すべき整数で計算すること。 
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（問題９） 
 

（設問Ｃ）杉山さんは２０３１年３月末に定年を迎え、退職一時金を受け取る。定年後の５年間は、雇

用形態は変わるものの引き続き就労して、２０３６年３月末にリタイアする予定である。杉

山さんはリタイア後の生活資金を準備するため、２０２６年４月１日から資金運用を開始す

る。リタイア後の２０３６年４月１日以降は、退職一時金と蓄えた資金を複利運用しながら

取り崩して、生活費および住宅のリフォーム費用に充てたいと考えている。以下の＜条件＞

に基づく場合、２０４６年４月１日から２０６６年３月末までの２０年間、毎年３月末に取

り崩すことができる一定金額（最大額）として、正しいものはどれか。なお、運用益につい

ての税金等は考慮しないものとする。また、計算に当たっては、以下の係数表を乗算で使用

し、計算過程で端数が生じた場合は円未満を四捨五入し、解答に当たっては万円未満を切り

捨てること。 

 

＜条件＞ 
 

［リタイア前］ 

・ 自助努力で準備した老後のための資金６００万円（２０２６年３月末時点）を、２０２６年

４月１日から２０３６年３月末までの１０年間、年利２.０％で複利運用する。 

・ ２０３１年３月末に受け取る退職一時金１,８００万円（手取り額）を、２０３１年４月１日

から２０３６年３月末までの５年間、年利２.０％で複利運用する。 

・ ２０２６年４月１日から２０３１年３月末までの５年間、毎年３月末に８０万円を積み立て

ながら、年利１.５％で複利運用し、積み立てた金額を２０３１年４月１日から２０３６年３

月末までの５年間は年利１.５％で複利運用する。 

・ ２０３１年４月１日から２０３６年３月末までの５年間、毎年３月末に５０万円を積み立て

ながら、年利１.５％で複利運用する。 

 

［リタイア後］ 

リタイアするまでに蓄えた資金について、次のＡ、ＢおよびＣの運用と取崩しを行う。 

Ａ：２０３６年４月１日からの５年間、年利１.５％で複利運用し、２０４１年３月末にリフォ

ーム資金として６００万円を取り崩す。 

Ｂ：上記Ａのほか、２０３６年４月１日から２０４６年３月末までの１０年間、年利１.５％で

複利運用しながら、毎年３月末に１４０万円ずつ取り崩す。 

Ｃ：上記ＡおよびＢの運用と取崩しを行った後、その残額を２０４６年４月１日から２０６６年

３月末までの２０年間は年利１.０％で複利運用しながら、毎年３月末に一定金額ずつ取り

崩す。 
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＜係数表＞ ※係数表の数値は正しいものとする。 

［終価係数］ ［現価係数］ 

期間 １.０％ １.５％ ２.０％  期間 １.０％ １.５％ ２.０％ 

 ５年 １.０５１  １.０７７  １.１０４    ５年 ０.９５１  ０.９２８  ０.９０６  

１０年 １.１０５  １.１６１  １.２１９   １０年 ０.９０５  ０.８６２  ０.８２０  

２０年 １.２２０  １.３４７  １.４８６   ２０年 ０.８２０  ０.７４２  ０.６７３  

 

［年金終価係数］ ［年金現価係数］ 

期間 １.０％ １.５％ ２.０％  期間 １.０％ １.５％ ２.０％ 

 ５年 ５.１０１  ５.１５２  ５.２０４    ５年 ４.８５３  ４.７８３  ４.７１３  

１０年 １０.４６２  １０.７０３  １０.９５０   １０年 ９.４７１  ９.２２２  ８.９８３  

２０年 ２２.０１９  ２３.１２４  ２４.２９７   ２０年 １８.０４６  １７.１６９  １６.３５１  

 

［資本回収係数］ ［減債基金係数］ 

期間 １.０％ １.５％ ２.０％  期間 １.０％ １.５％ ２.０％ 

 ５年 ０.２０６  ０.２０９  ０.２１２    ５年 ０.１９６  ０.１９４  ０.１９２  

１０年 ０.１０６  ０.１０８  ０.１１１   １０年 ０.０９６  ０.０９３  ０.０９１  

２０年 ０.０５５  ０.０５８  ０.０６１   ２０年 ０.０４５  ０.０４３  ０.０４１  

 

１． ９５万円 

２． ９７万円 

３． ９８万円 

４．１００万円 

 

  



 
ライフプランニング・リタイアメントプランニング 2025年度第2回 

12 ＮＰＯ法人日本ＦＰ協会 無断複製転載禁止 ライフプランニング・リタイアメントプランニング 

問４ 

 住宅取得や教育に係る資金設計等に関する以下の設問Ａ～Ｇについて、それぞれの答えを１～４の中

から１つ選んでください。 

 

（問題１０） 
 

（設問Ａ）米田さん（会社員・年収８００万円）は、住宅の購入を計画しており、ＣＦＰ認定者に以

下の＜条件＞に基づくシミュレーションを依頼した。このシミュレーションにおける購入可

能な物件価格の上限として、正しいものはどれか。なお、計算過程で端数が生じた場合は円

未満を四捨五入し、住宅ローンの借入額および物件価格については１０万円未満を切り捨て

ること。また、消費税および贈与税については考慮しないものとする。 

 

＜条件＞ 
 

・ 用意した住宅購入資金４００万円と父から贈与される２００万円を住宅購入に充てる。これら

の資金で不足する分については、住宅ローンを利用する。 

・ 住宅ローンの借入額については、住宅ローンの年間元利合計返済額が、現在の年収の２０％と

なるようにする。 

・ 住宅ローンの条件は、年利２.０％（全期間固定）、返済期間３５年（返済回数４２０回）、元利

均等返済、毎月返済のみ（ボーナス返済なし）とする。 

・ 借入額１００万円当たりの毎月の元利合計返済額は３,３１２円とする。 

・ 住宅購入のための諸費用は物件価格の８％とし、上記で準備した資金の中から充てるものとする。 

 

１．４,０９０万円 

２．４,２７０万円 

３．４,４２０万円 

４．４,６２０万円 

 

  



 
2025年度第2回 ライフプランニング・リタイアメントプランニング 

13 ライフプランニング・リタイアメントプランニング ＮＰＯ法人日本ＦＰ協会 無断複製転載禁止 

（問題１１） 
 

（設問Ｂ）大津さんは、以下の＜住宅ローン＞について返済額軽減型の繰上げ返済を検討中である。借

入れから１０年経過した時点（返済回数１２０回終了後）で、５００万円の繰上げ返済を行

った場合、削減される年間の返済額（元利合計）として、正しいものはどれか。なお、繰上

げ返済のための手数料等については考慮しないこと。また、計算に当たっては、以下の係数

表を乗算で使用し、計算過程で端数が生じた場合は円未満を四捨五入し、解答に当たっては

万円未満を切り捨てること。 

 

＜住宅ローン＞ 

借入額：２,５００万円 

借入金利：年１.５％（全期間固定） 

返済方法：元利均等返済、毎月返済のみ（ボーナス返済なし） 

返済期間：２５年（返済回数３００回） 

 

＜係数表＞ ※係数表の数値は正しいものとする。 

［終価係数（１ヵ月用）］ ［現価係数（１ヵ月用）］ 

期間 １.５％  期間 １.５％ 

１０年 １.１６１７３  １０年 ０.８６０７９ 

１５年 １.２５２１５  １５年 ０.７９８６３ 

２５年 １.４５４６５  ２５年 ０.６８７４５ 

 

［年金終価係数（１ヵ月用）］ ［年金現価係数（１ヵ月用）］ 

期間 １.５％  期間 １.５％ 

１０年 １２９.３８０３３  １０年 １１１.３６９１２ 

１５年 ２０１.７１７４１  １５年 １６１.０９７２６ 

２５年 ３６３.７２０５８  ２５年 ２５０.０３９８０ 

 

［資本回収係数（１ヵ月用）］ ［減債基金係数（１ヵ月用）］ 

期間 １.５％  期間 １.５％ 

１０年 ０.００８９８  １０年 ０.００７７３ 

１５年 ０.００６２１  １５年 ０.００４９６ 

２５年 ０.００４００  ２５年 ０.００２７５ 

 

１． ６万円 

２．３７万円 

３．４６万円 

４．７４万円 
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（問題１２） 
 

（設問Ｃ）日本学生支援機構の第一種奨学金の貸与を以下の＜資料＞のとおり受けた場合、返還する割

賦金の月賦分（ア）と半年賦分（イ）の額の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、

割賦金の計算に当たっては、円未満の端数は切り捨てること。 

 

＜資料＞ 
 

貸与月額：５１,０００円 

貸与月数：４８ヵ月 

返還方式：定額返還方式 

割賦方法：月賦・半年賦併用返還 

※月賦分貸与金額は貸与総額の２分の１とし、残り２分の１を半年賦分貸与金額とする。 

 

○割賦金の計算式 

割賦金＝貸与金額÷返還回数 

※返還回数（月賦分）＝返還年数×１２ 

返還回数（半年賦分）＝返還年数×２ 

※返還年数は、貸与総額を［奨学金返還年数算出表］における割賦金の基礎額で除して求める

（小数点以下切捨て）。 

 

［奨学金返還年数算出表］ 

貸与総額 割賦金の基礎額 

１,１００,００１円～１,３００,０００円 １００,０００円 

１,３００,００１円～１,５００,０００円 １１０,０００円 

１,５００,００１円～１,７００,０００円 １２０,０００円 

１,７００,００１円～１,９００,０００円 １３０,０００円 

１,９００,００１円～２,１００,０００円 １４０,０００円 

２,１００,００１円～２,３００,０００円 １５０,０００円 

２,３００,００１円～２,５００,０００円 １６０,０００円 

２,５００,００１円～３,４００,０００円 １７０,０００円 

 

１．（ア） ４,２５０円 （イ）２５,５００円 

２．（ア） ６,８００円 （イ）４０,８００円 

３．（ア） ７,２８５円 （イ）４３,７１４円 

４．（ア）１３,６００円 （イ）８１,６００円 
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（問題１３） 
 

（設問Ｄ）２０２５年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除（以下「住宅ローン控除」という）に関

する次の記述の空欄（ア）～（ウ）にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なもの

はどれか。なお、記載のない事項については、住宅ローン控除の適用要件を満たしているも

のとする。 

 

現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、子育て世帯や若者夫婦世帯における住宅取得を支

援する観点から、子育て世帯・若者夫婦世帯には、住宅ローン控除に係る借入限度額について特例

が設けられている。２０２５年に新築住宅である認定長期優良住宅を取得・入居した場合の控除対

象借入限度額の上限は、（ ア ）である。 

なお、子育て世帯・若者夫婦世帯とは以下の世帯をいう。 

子育て世帯：（ イ ）未満の扶養親族を有する者 

若者夫婦世帯：（ ウ ）未満であって配偶者を有する者、または（ ウ ）以上であって

（ ウ ）未満の配偶者を有する者 

※年齢は２０２５年１２月３１日時点の現況による。 

 

１．（ア）４,５００万円 （イ）１９歳 （ウ）３５歳 

２．（ア）４,５００万円 （イ）２３歳 （ウ）４０歳 

３．（ア）５,０００万円 （イ）１９歳 （ウ）４０歳 

４．（ア）５,０００万円 （イ）２３歳 （ウ）３５歳 

 

（問題１４） 
 

（設問Ｅ）日本政策金融公庫の教育一般貸付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 

 

１．借入申込人の世帯で扶養する子が２人以内で、そのいずれかの子が自宅外通学（予定）者で

ある場合、世帯年収（所得）の上限が緩和される。 

２．教育資金融資保証基金の保証を受ける場合の保証料は、元金据置期間の有無にかかわらず、

保証金額（借入金額）および返済期間に応じた額である。 

３．融資限度額が学生・生徒１人につき４５０万円とされるのは、大学院や海外留学（修業年限

３ヵ月以上の外国の教育施設への留学）の場合などであり、自宅外通学の場合は３５０万円

が限度となる。 

４．在学期間中は元金の返済を据え置き、利息のみの返済とすることもできるが、この場合の元

金据置期間は返済期間に含まれない。 
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（問題１５） 
 

（設問Ｆ）目黒さんは、２０２５年６月に海外旅行代金３０万円、同年８月に時計の購入代金５万円の

支払いにクレジットカードを利用し、いずれもリボルビング払いにより返済している。目黒

さんの返済に係る下表の空欄（ア）にあてはまる数値として、正しいものはどれか。なお、

利息の計算に当たっては月割計算し、円未満の端数は切り捨てること。 

 

＜返済条件＞ 

利息：前月末の残高に対して年利１５％ 

毎月返済額：２万円（元利定額払い） 

 

＜元利定額リボルビング払い返済表＞ （単位：円) 

返済年月 返済額 
 

月末残高 
利息 元金 

２０２５年６月 － － － ３００,０００ 

７月 ２０,０００    

８月 ２０,０００    

９月 ２０,０００    

１０月 ２０,０００   （ ア ） 

※問題作成の都合上、表の一部を空欄にしてある。 
 
 

１．２３３,７６９ 

２．２８４,３９４ 

３．２８５,０２７ 

４．２８５,６６８ 
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（問題１６） 
 

（設問Ｇ）貸金業法に基づく指定信用情報機関制度に関する次の記述の空欄（ア）～（エ）にあてはま

る語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。 

 

・ 指定信用情報機関制度は、多重債務問題解決の重要な柱の１つである過剰貸付規制を実効性あ

るものとするため、貸金業者が個々の借り手の総借入残高を把握できる仕組みとして創設され

た制度である。 

・ 指定信用情報機関とは、貸金業法で定められた一定の要件を満たし、（ ア ）の指定を受けた

信用情報機関のことをいう。複数の信用情報機関が指定信用情報機関として指定を受けた場合、

貸付金の残高情報などの個人信用情報の相互交流（ イ ）。 

・ 信用情報機関に登録される内容には、会員企業と締結した契約内容や支払状況に関する情報な

どがあり、クレジット情報は契約期間中および契約終了後、原則として最長（ ウ ）登録さ

れる。信用情報機関に登録された自身の情報について、本人は確認すること（ エ ）。 

 

１．（ア）金融庁長官  （イ）をしなければならない （ウ）３年間 （エ）ができる 

２．（ア）金融庁長官  （イ）は任意である     （ウ）５年間 （エ）はできない 

３．（ア）内閣総理大臣 （イ）をしなければならない （ウ）５年間 （エ）ができる 

４．（ア）内閣総理大臣 （イ）は任意である     （ウ）３年間 （エ）はできない 
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問５ 

 働き方とその関連法令に関する以下の設問Ａ～Ｉについて、それぞれの答えを１～４の中から１つ選

んでください。 

 

（問題１７） 
 

（設問Ａ）最低賃金法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 

 

１．労働者と使用者との間の労働契約において最低賃金額に達しない賃金を定めた場合、その部

分は無効となり、無効となった部分は最低賃金と同様の定めをしたものとみなされる。 

２．試用期間中の者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けた場合、その者の労働

能力その他の事情を考慮して、最低賃金額を減額することができる。 

３．派遣中の労働者については、その派遣先の事業場で特定最低賃金の適用がない場合、派遣元

の事業場の所在地を含む地域の地域別最低賃金が適用される。 

４．使用者は、原則として、最低賃金の概要を労働者に周知するための措置を講じなければなら

ない。 

 

（問題１８） 
 

（設問Ｂ）２０２５年４月１日施行の改正雇用保険法に基づく基本手当の給付制限に関する次の記述の

空欄（ア）～（ウ）にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、

基本手当の受給要件はすべて満たしているものとし、離職日および教育訓練等の受講開始日

は２０２５年４月１日以降であるものとする。 

 

改正前は、雇用保険の被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合、基本手当の

受給資格決定日から（ ア ）の待期期間満了後、給付制限期間を経過するまで基本手当は支給さ

れなかった。 

改正後は、教育訓練給付金の対象となる教育訓練等、所定の教育訓練を離職日前（ イ ）以内に

受けたときまたは離職日以後に受けているときは、給付制限が解除されることとなった。なお、雇

用保険の被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合の給付制限期間は、原則と

して、（ ウ ）である。 

 

１．（ア） ７日間 （イ）６ヵ月 （ウ）２ヵ月 

２．（ア）１０日間 （イ）６ヵ月 （ウ）１ヵ月 

３．（ア） ７日間 （イ） １年 （ウ）１ヵ月 

４．（ア）１０日間 （イ） １年 （ウ）２ヵ月 
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（問題１９） 
 

（設問Ｃ）高倉さん（４８歳）は、２０２５年９月末日に２６年間継続勤務していたＰＺ株式会社を自

己都合により退職し、１０月に公共職業安定所へ求職の申込みを行った。以下の＜資料＞に

基づいて計算した高倉さんに支給される雇用保険の基本手当の日額として、正しいものはど

れか。なお、高倉さんはこれまで基本手当を受けたことはない。また、賃金日額および基本

手当の日額に端数が生じた場合は、円未満を切り捨てること。 

 

＜資料＞ 
 

［高倉さんの２０２５年２月から９月までの給与等の状況］ （単位：円） 

月別実出勤日数 基本給 歩合給 時間外手当 通勤手当 

２月分 １８日 ３２０,０００ １５,０００ １０,０００ １２,０００ 

３月分 ２０日 ３２０,０００ ２０,０００ １８,０００ １２,０００ 

４月分 ２１日 ３６０,０００ － １４,０００ １２,０００ 

５月分 ２０日 ３６０,０００ － １１,０００ １２,０００ 

６月分 ２１日 ３６０,０００ － １５,０００ １２,０００ 

７月分 ５日 ９０,０００ － ０ ３,０００ 

８月分 １５日 ２７０,０００ － ０ ９,０００ 

９月分 ２０日 ３６０,０００ － ８,０００ １２,０００ 

合計 １４０日 ２,４４０,０００ ３５,０００ ７６,０００ ８４,０００ 

※高倉さんには基本給のほか、３月まで歩合給が支払われていたが、４月に役職者に昇進したこと

で基本給が増額となり、歩合給の支給がなくなった。 

※７月に病気のため入院し、８月に職場復帰した。欠勤開始時点で年次有給休暇の残日数がなかっ

たため、７月分および８月分の基本給、通勤手当は日割計算したものに基づく。 

※その他の支給額：賞与（６月２５日）   ７５０,０００円 

退職金（９月末日） ８,０００,０００円 

※賃金締切日は月の末日、賃金支払日は当月末日であるものとする。 

※便宜上、実出勤日数と賃金支払基礎日数は同じであるものとする。 

 

［基本手当の日額の計算式（離職時の年齢が４５歳以上６０歳未満）］ 

賃金日額（Ｗ） 基本手当の日額 

 ２,８６９円以上  ５,２００円未満 ０.８Ｗ 

 ５,２００円以上 １２,７９０円以下 ０.８Ｗ－０.３｛（Ｗ－５,２００）／７,５９０｝Ｗ 

１２,７９０円超  １７,２７０円以下 ０.５Ｗ 

１７,２７０円（上限額）超 ８,６３５円（上限額） 

 

１．６,２１７円 

２．６,３８１円 

３．８,１５２円 

４．８,６３５円  
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（問題２０） 
 

（設問Ｄ）ＰＹ株式会社に正社員として勤務する西岡さん（３８歳）は、妻が２０２５年９月１日に出

産したため、出産日から９月２８日までの２８日間、出生時育児休業（産後パパ育休）を取

得し、９月２９日より職場復帰した。以下の＜資料＞に基づき、西岡さんに支給される雇用

保険の出生時育児休業給付金の額として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項につ

いては、出生時育児休業給付金の支給要件を満たしているものとし、出生後休業支援給付金

については、考慮しないものとする。 

 

＜資料＞ 
 

［西岡さんの２０２５年３月から８月までの給与等の状況］ （単位：円） 

月別実出勤日数 基本給 時間外手当 通勤手当 

３月分  ２０日 ３００,０００ ３５,０００ ２１,０００ 

４月分  ２１日 ３２０,０００ ４２,０００ ２１,０００ 

５月分  ２０日 ３２０,０００ ４０,０００ ２１,０００ 

６月分  ２１日 ３２０,０００ ３７,０００ ２１,０００ 

７月分  ２２日 ３２０,０００ ４０,０００ ２１,０００ 

８月分  １６日 ３２０,０００ ３０,０００ ２１,０００ 

合計 １２０日 １,９００,０００ ２２４,０００ １２６,０００ 

※その他の支給額：賞与（６月２０日） ５５０,０００円 

※出生時育児休業期間である９月１日から２８日に係る給与の支払いはない。 

 

［出生時育児休業給付金に係る賃金日額の上限額］ １５,６９０円 

 

１．１７５,０００円 

２．２３４,５００円 

３．３５０,０００円 

４．４６９,０００円 
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（問題２１） 
 

（設問Ｅ）雇用保険の育児休業等給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、被

保険者は雇用保険の一般被保険者であるものとし、記載のない事項については、育児休業等

給付の支給要件を満たしているものとする。 

 

１．育児休業給付金は、原則として、被保険者が１歳に満たない子を養育するための休業をし、

育児休業を開始した日前１年間にみなし被保険者期間が通算して６ヵ月以上ある場合に支給

される。 

２．出生後休業支援給付金は、被保険者が父親である場合、一定の場合を除いて配偶者（母親）の

育児休業取得の有無を要件とせず、被保険者が出生時育児休業給付金の支給事由となる出生

時育児休業（産後パパ育休）を通算１４日以上取得したときは、最大２８日分支給される。 

３．出生後休業支援給付金の額は、１日当たり休業開始時賃金日額の１３％相当額である。 

４．育児時短就業給付金は、２歳に満たない子を養育する被保険者が所定労働時間を短縮して就

業した場合、賃金が低下するなど一定の要件を満たしたときに、原則として、支給対象月に

支払われた賃金の額の１０％相当額が支給される。 

 

（問題２２） 
 

（設問Ｆ）浅見さん（５９歳）は高年齢雇用継続給付の受給を検討している。浅見さんの雇用保険の高

年齢雇用継続給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事

項については、高年齢雇用継続給付の支給要件を満たすものとする。 

 

１．高年齢雇用継続基本給付金は、支給対象月に支払われた賃金の額が６０歳到達時の賃金月額

の８０％未満となった場合に支給される。 

２．高年齢雇用継続基本給付金は、支給対象月に支払われた賃金の額が６０歳到達時の賃金月額

の６１％未満である場合、支給対象月に支払われた賃金の額の１５％相当額が支給される。 

３．高年齢再就職給付金は、前職の離職日が６０歳前でなければ支給されない。 

４．高年齢再就職給付金は、再就職日の前日における基本手当の支給残日数が２００日以上の場

合、再就職日の翌日から起算して２年を経過する日の属する月または６５歳到達月のいずれ

か早い月まで支給される。 
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（問題２３） 
 

（設問Ｇ）ＨＡ株式会社に勤務する宇野さんは、２０２５年９月１２日に業務上の災害により負傷し、

同日より療養のため休業した。以下の＜資料＞に基づき、宇野さんが受給することができる

労働者災害補償保険の休業補償給付および休業特別支給金の合計額として、正しいものはど

れか。なお、休業補償給付の支給要件はすべて満たしているものとする。また、解答に当た

っては、給付基礎日額は円未満を切り上げ、休業補償給付日額および休業特別支給金日額は

円未満を切り捨てること。 

 

＜資料＞ 
 

［宇野さんの２０２５年６月から８月までの給与等の状況］ （単位：円） 

支払月 総日数 実出勤日数 基本給 家族手当 結婚祝金 

６月 ３０日 ２１日 ３００,０００ ０ ０ 

７月 ３１日 ２２日 ３００,０００ ０ ５０,０００ 

８月 ３１日 ２０日 ３００,０００ ３０,０００ ０ 

合計 ９００,０００ ３０,０００ ５０,０００ 

※上記に記載のないものの支給はなく、賃金締切日は月の末日であるものとする。 

※ＨＡ社の公休日は、土曜日・日曜日・祝日である。 

※休業特別支給金の額は、給付基礎日額の２０％相当額である。 

 

［宇野さんのデータ］ 

・ 休業期間は、２０２５年９月１２日（金）から３０日（火）までの１９日間、休業期間中に

おける公休日の合計は８日間である。 

・ 休業期間に係る賃金の支払いはなく、私傷病による休暇は取得していない。 

・ 複数事業労働者ではなく、同一の支給事由に基づく障害厚生年金等は受給していない。 

 

［給付基礎日額の計算式］ 

給付基礎日額＝
 算定事由発生日（賃金締切日がある場合は直前の賃金締切日）以前３ヵ月間の賃金総額 

その３ヵ月間の総日数
 

 

１． ８８,９４６円 

２．１２５,２００円 

３．１２９,３７６円 

４．１３２,１７６円 
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（問題２４） 
 

（設問Ｈ）労働安全衛生法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、常時使用する

労働者が５０人以上の事業場であるものとする。 

 

１．事業者は、特定業務従事者を除く常時使用する労働者に対し、労働者本人の希望の有無にか

かわらず、１年以内ごとに１回、定期に医師による健康診断を行わなければならない。 

２．事業者は、深夜業などの特定業務に常時従事する労働者に対し、労働者本人の希望の有無に

かかわらず、当該業務への配置替えの際および６ヵ月以内ごとに１回、定期に医師による健

康診断を行わなければならない。 

３．事業者は、常時使用する労働者に対し、労働者本人の希望の有無にかかわらず、１年以内ご

とに１回、定期に医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査（ストレスチェッ

ク）を行わなければならない。 

４．事業者は、１ヵ月の時間外・休日労働が８０時間を超えた労働者に対し、労働者本人の希望

の有無にかかわらず、医師による面接指導を行わなければならない。 

 

（問題２５） 
 

（設問Ｉ）育児・介護休業法に基づく介護休業に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 

 

１．介護休業の対象家族は、配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母、配偶者

の祖父母である。 

２．要介護状態とは、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、２週間以上の期間

にわたり常時介護を必要とする状態をいう。 

３．事業主は、労働者が介護休業の取得を申し出た日から休業開始予定日までが２週間に満たな

い場合、休業開始予定日から申し出後２週間を経過する日までの間のいずれかの日を休業開

始日として指定することができる。 

４．事業主は、対象家族の介護を行う必要が生じたことを申し出た労働者に対し、介護休業制度

等について周知するとともに、制度等の利用に係る申出の意向を確認するための面談等を行

わなければならない。 
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問６ 

 社会保険の適用や給付等に関する以下の設問Ａ～Ｄについて、それぞれの答えを１～４の中から１つ

選んでください。 

 

（問題２６） 
 

（設問Ａ）個人事業主の小山啓二さん（４２歳）は、妻と子および母親の４人でＰＡ市に居住している。

以下の＜資料＞に基づく啓二さんが支払う２０２５年度分の国民健康保険料の世帯合計額

（年額）として、正しいものはどれか。なお、保険料の減免措置の適用はないものとする。

また、計算に当たっては、医療分、後期高齢者支援金等分、介護分のそれぞれの世帯合計額

について、百円未満を切り捨てること。 

 

＜資料＞ 
 

［小山家のデータ］ 

氏名 続柄 年齢 備考 

小山 啓二 本人（世帯主） ４２歳 前年の総所得金額（事業所得） ６１０万円 

小山 美怜 妻 ３６歳 前年の総所得金額（給与所得）  ８０万円 

小山 詩織 長女  ５歳 未就学児 

小山 葉子 母 ６９歳 前年の公的年金収入（老齢年金）１３０万円 

※家族４人は同一世帯であり、４人ともＰＡ市の国民健康保険の被保険者である。 

※上記のほかに収入はない。 

 

［ＰＡ市の国民健康保険料（年額）］ 

所得割の算定基礎額＝前年の総所得金額等－基礎控除額４３万円 

項目 所得割の率 均等割（１人当たり） 

医療分 ８.４９％ ４０,６００円 

後期高齢者支援金等分 ２.６６％ １３,１００円 

介護分 ２.３４％ １５,３００円 

※未就学児に係る均等割保険料について、その５割を軽減する。 

※限度額については考慮しないものとする。 

 

［公的年金等控除額］ 

納税者区分 公的年金等の収入金額 

公的年金等控除額 

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る 

合計所得金額 １,０００万円 以下 

６５歳未満の者 １３０万円 以下  ６０万円 

６５歳以上の者 ３３０万円 以下 １１０万円 
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１．１,００９,２００円 

２．１,０１７,９００円 

３．１,０３６,０００円 

４．１,０３９,３００円 

 

（問題２７） 
 

（設問Ｂ）谷口さんは、公的介護保険の要介護１と認定され、訪問介護サービスを利用している。以下

の＜資料＞に基づく谷口さんの２０２５年９月の利用者負担額として、正しいものはどれか。 

 

＜資料＞ 
 

［谷口さんの２０２５年９月の訪問介護サービスの利用状況等］ 

利用者負担割合：２割 

１ヵ月当たりの支給限度：１６,７６５単位 

１単位当たりの介護報酬：１０円 

身体介護サービスの利用回数：１２回 

身体介護サービス１回当たりの利用時間：１時間 

生活援助サービスの利用回数：４回 

生活援助サービス１回当たりの利用時間：２０分以上４５分未満 

 

［訪問介護費単位数表］ 

 利用時間 単位数 

身体介護 

２０分未満 １６３単位 

２０分以上３０分未満 ２４４単位 

３０分以上１時間未満 ３８７単位 

１時間以上 ※３０分増すごとに８２単位加算 ５６７単位 

生活援助 
２０分以上４５分未満 １７９単位 

４５分以上 ２２０単位 
 

 

１． ６,１７４円 

２． ６,８３０円 

３．１５,０４０円 

４．１５,６９６円 

 

  



 
ライフプランニング・リタイアメントプランニング 2025年度第2回 

26 ＮＰＯ法人日本ＦＰ協会 無断複製転載禁止 ライフプランニング・リタイアメントプランニング 

（問題２８） 
 

（設問Ｃ）介護保険法に基づく介護保険制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 

 

１．要介護認定を受けようとする被保険者は、申請書に被保険者証を添付して市町村または特別

区に申請をしなければならないが、申請代行という方法も認められている。 

２．要介護認定の初回認定に係る有効期間は、原則６ヵ月である。 

３．要介護認定の有効期間中において介護状態に変化がある場合、要介護状態または要支援状態

の区分の変更を申請することができる。 

４．要介護認定の更新の申請は、原則として、要介護認定の有効期間満了日の３０日前から有効

期間満了日までの間に行わなければならない。 

 

（問題２９） 
 

（設問Ｄ）健康保険および厚生年金保険における適用事業所に関する次の記述のうち、最も適切なもの

はどれか。 

 

１．強制適用事業所ではない個人の事業所は、同意を得るべき従業員の２分の１以上の同意を得

て厚生労働大臣に申請し認可を受けることにより、適用事業所となることができる。 

２．個人の事業所であって常時使用する従業員が５人の税理士事務所は、強制適用事業所となら

ない。 

３．個人の事業所であって常時使用する従業員が８人の美容業の事業所は、強制適用事業所とな

る。 

４．法人の事業所が、従業員の退職により常時使用する従業員が１人となった場合、任意適用事

業所の認可があったものとみなされる。 
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問７ 

 公的医療保険に関する以下の設問Ａ～Ｄについて、それぞれの答えを１～４の中から１つ選んでくだ

さい。なお、以下、全国健康保険協会管掌健康保険を「協会けんぽ」とします。 

 

（問題３０） 
 

（設問Ａ）協会けんぽの被保険者である三上さんは、私傷病により２０２５年１０月２日に労務不能と

なり、同一の傷病でその後職場復帰と労務不能を繰り返し、同月に延べ１５日間欠勤した。

以下の＜資料＞に基づき、三上さんが受け取ることができる傷病手当金の合計額として、正

しいものはどれか。なお、傷病手当金の支給要件をすべて満たしているものとし、欠勤日に

ついて役職手当以外の報酬は支払われないものとする。 

 

＜資料＞ 
 

［三上さんの２０２５年１０月の勤務状況］ 

日 月 火 水 木 金 土 

   
１ 

○出勤 
２ 

×欠勤 
３ 

○出勤 
 ４  
公休日 

 ５  
公休日 

６ 
○出勤 

７ 
×欠勤 

８ 
×欠勤 

９ 
×欠勤 

１０ 
×欠勤 

 １１  
公休日 

 １２  
公休日 

 １３  
公休日 

１４ 
×欠勤 

１５ 
×欠勤 

１６ 
×欠勤 

１７ 
×欠勤 

 １８  
公休日 

 １９  
公休日 

２０ 
×欠勤 

２１ 
○出勤 

２２ 
○出勤 

２３ 
×欠勤 

２４ 
×欠勤 

 ２５  
公休日 

 ２６  
公休日 

２７ 
×欠勤 

２８ 
×欠勤 

２９ 
×欠勤 

３０ 
○出勤 

３１ 
○出勤 

 

※公休日は、すべて労務不能であったものとする。 

 

［三上さんの標準報酬月額等の状況］ 

 

 

［１０月に支払われた手当（月額）］ 役職手当：３０,０００円 

 

［傷病手当金の１日当たりの額の計算式（円未満四捨五入）］ 

支給開始月以前の直近の継続した１２ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額×
１

 ３０ 
×

２

 ３ 
 

  

被保険者 

資格取得 

▲ 
休業開始 

▲ 

▼ 

２０２４年 

１月１日 
▼ 

２０２５年 

８月１日 
▼ 

２０２５年 

１０月２日 

標準報酬月額 
３６万円 

▼ 

２０２４年 

９月１日 

標準報酬月額 
３２万円  

１０円未満四捨五入 
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１． ８０,０８０円 

２．１３１,０４０円 

３．１４９,０４０円 

４．１５２,８８０円 

 

（問題３１） 
 

（設問Ｂ）協会けんぽの任意継続被保険者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 

 

１．被保険者資格喪失日の前日まで継続して２ヵ月以上被保険者であった場合でも、最後に被保

険者資格を喪失した事業所における被保険者であった期間が２ヵ月以上なければ、任意継続

被保険者となることはできない。 

２．任意継続被保険者の保険料は、原則として、退職前１年間の標準報酬月額の平均額に基づい

て算定される。 

３．任意継続被保険者となった場合、被保険者であった期間にかかわらず、資格喪失後の継続給

付として傷病手当金を受給することはできない。 

４．任意継続被保険者でなくなることを希望し、その旨を申し出た場合、その申出が受理された

日の属する月の翌月１日に任意継続被保険者の資格を喪失する。 

 

（問題３２） 
 

（設問Ｃ）協会けんぽの被保険者資格喪失後の継続給付、出産および死亡に係る給付に関する次の記述

のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については、支給要件を満たし

ているものとし、被保険者であった期間については任意継続被保険者ではなかったものと

する。 

 

１．傷病手当金または出産手当金の資格喪失後の継続給付を受けるには、被保険者資格喪失日の

前日まで引き続き１年以上被保険者であったことが必要である。 

２．出産手当金の支給を受けている被保険者が退職日に出勤した場合、出産手当金の資格喪失後

の継続給付を受けることはできない。 

３．傷病手当金または出産手当金の資格喪失後の継続給付を受けていた者が、その給付を受けな

くなった日後３ヵ月以内に死亡した場合、埋葬料または埋葬費が支給される。 

４．被保険者の資格喪失の日後３ヵ月以内に、その被扶養者であった者が死亡した場合、家族埋

葬料が支給される。 
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（問題３３） 
 

（設問Ｄ）個人事業主の香川さん（４８歳）は、体調を崩し、２０２５年６月から１０月まで入院した。

以下の＜資料＞に基づく香川さんの２０２５年６月から１０月までの高額療養費の支給額の

合計として、正しいものはどれか。 

 

＜資料＞ 
 

［香川さんのデータ］ 

・ 単身世帯であり、４０歳以降はＫＯ市の国民健康保険の被保険者である。 

・ ｢限度額適用認定証」の提示はしていないものとする。 

 

［香川さんの２０２５年の医療費等］ 

 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 

医療費 ８０万円 ７０万円 ５０万円 ６０万円 ６０万円 

自己負担額 ２４万円 ２１万円 １５万円 １８万円 １８万円 

※２０２４年６月から２０２５年５月の各月においては、医療費は発生していない。 

※医療費はすべて保険適用であり、同一の医療機関における同一の診療科での入院についてのもの

である。 

※入院時の食事代や差額ベッド代等の記載のない事項については考慮しないものとする。 

※特定疾病に係る高額療養費の支給はないものとする。 

 

［香川さんの高額療養費に係る自己負担限度額（月額）の計算式］ 

１６７,４００円＋（医療費－５５８,０００円）×１％ 

多数回該当 ９３,０００円 

 

１．１３５,７２０円 

２．２１０,５４０円 

３．２２２,７２０円 

４．２９７,５４０円 
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問８ 

 公的年金制度の仕組みや受給額等に関する以下の設問Ａ～Ｈについて、それぞれの答えを１～４の中

から１つ選んでください。なお、解答に当たっては、以下の計算式等を使用してください。また、年金

額の計算に当たっては、計算過程、解答ともに円未満を四捨五入してください。以下、厚生年金保険を

「厚生年金」とします。 

 

［第１号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の支給開始年齢（一部抜粋）］ 

生年月日 
男子 女子 

定額部分 報酬比例部分 定額部分 報酬比例部分 

昭３４.４.２～昭３５.４.１ － ６４歳 － ６１歳 
昭３５.４.２～昭３６.４.１ － 〃 － ６２歳 
昭３６.４.２～昭３７.４.１ － （６５歳） － 〃 
昭３７.４.２～昭３８.４.１ － 〃 － ６３歳 
昭３８.４.２～昭３９.４.１ － 〃 － 〃 
昭３９.４.２～昭４０.４.１ － 〃 － ６４歳 
昭４０.４.２～昭４１.４.１ － 〃 － 〃 

昭４１.４.２以降 － 〃 － （６５歳） 
 

［特別支給の老齢厚生年金の計算式］ 

（１）定額部分：１,７３４円×被保険者期間の月数（上限４８０月） 

（２）報酬比例部分：（ア）＋（イ） 

（ア）２００３（平成１５）年３月以前の被保険者期間分 

平均標準報酬月額 × 
 ７.１２５ 

１０００
 × 

２００３（平成１５）年３月以前の

被保険者期間の月数
 

（イ）２００３（平成１５）年４月以後の被保険者期間分 

平均標準報酬額 × 
 ５.４８１ 

１０００
 × 

２００３（平成１５）年４月以後の

被保険者期間の月数
 

［経過的加算の額の計算式］ 

定額部分相当額－８３１,７００円×
 ２０歳以上６０歳未満の間の厚生年金被保険者期間の月数 

４８０月
 

 
 

［老齢厚生年金の配偶者の加給年金額］ ４１５,９００円 

［老齢基礎年金の満額］ ８３１,７００円 

［老齢基礎年金の振替加算額（一部抜粋）］ 

受給権者の生年月日 振替加算額 

１９６０（昭和３５）年４月２日～１９６１（昭和３６）年４月１日 ２２,２５５円 

１９６１（昭和３６）年４月２日～１９６６（昭和４１）年４月１日 １６,０３３円 
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（問題３４） 
 

（設問Ａ）会社員の橋口正吾さんが６５歳に達する日に会社を退職する場合、以下の＜資料＞に基づき、

正吾さんが６５歳時点において受け取ることができる老齢給付の額として、正しいものはど

れか。 

 

＜資料＞ 
 

［橋口家のデータ］ 

氏名 続柄 備考 

橋口 正吾 本人 

・ １９６１（昭和３６）年８月２３日生まれ（６４歳） 

・ １９８４（昭和５９）年４月にＰＦ社に入社（厚生年金加入）し、

６５歳に達する日まで厚生年金に加入して働く予定である。 

橋口 仁美 妻 

・ １９６６（昭和４１）年１月１５日生まれ（５９歳） 

・ 厚生年金に加入したことはない。 

・ １９９８（平成１０）年７月に正吾さんと結婚し、その後は国民年

金の第３号被保険者である。 

・ 正吾さんに生計維持されており、今後も変わらないものとする。 

 

［正吾さんの厚生年金加入歴等］ 

 

※正吾さんに上記以外の公的年金加入期間はない。また、正吾さんおよび仁美さんは障害の状態

にない。 

 

１．１,９６１,５４１円 

２．２,０１０,０９３円 

３．２,３７７,４４１円 

４．２,４２５,９９３円 

 

  

▼ 

６０歳 
▲ 

退職 
▲ 

２００３年 
（平成１５年） 

４月 

▼ 

被保険者期間 

２２８月 

平均標準報酬月額 

２７万円 

被保険者期間 

２２０月 

１９８４年 
（昭和５９年） 

４月 

被保険者 
期間 
６０月 

入社 
▲ 

平均標準報酬額 ４５万円 
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（問題３５） 
 

（設問Ｂ）（問題３４）の仁美さんは、６０歳に達した月に老齢基礎年金の繰上げ請求を行おうと考え

ている。仁美さんの公的年金加入歴が以下の＜資料＞のとおりである場合、仁美さんが６０

歳時点において受け取ることができる繰上げ受給の老齢給付の額として、正しいものはどれ

か。 

 

＜資料＞ 
 

［仁美さんの公的年金加入歴］ 

 

※仁美さんは第１号被保険者期間に係る保険料をすべて納付しており、上記以外の公的年金加入期

間はない。 

 

１．５９６,５３７円 

２．６１５,２３３円 

３．６２１,１３７円 

４．６２７,４１８円 

 

  

▼ 

６０歳 
▲ 

１９９８年 
(平成１０年) 

７月 

▼ 

 

１９８８年 
(昭和６３年) 

４月 

２０歳 
▲ 

１９８６年 
(昭和６１年)

１月 

▼ 

国民年金 

未加入 

２７月 

国民年金第３号 

被保険者期間 

３３０月 

国民年金第１号被保険者期間

＋付加保険料納付 

１２３月 

２０２６年 
(令和８年) 

１月 

▼ 
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（問題３６） 
 

（設問Ｃ）老齢年金の配偶者の加給年金額と振替加算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれ

か。なお、本設問においては、老齢厚生年金の受給権者を夫、加給年金額および振替加算の

対象者を妻とし、妻は夫に生計を維持されているものとする。また、記載のない事項につい

ては、加給年金額および振替加算の支給要件を満たしているものとする。 

 

１．老齢厚生年金の受給権取得当時、厚生年金の被保険者期間が２４０月未満のため加給年金額

が加算されなかった夫が、その後の在職定時改定により被保険者期間が２４０月以上となっ

た場合、その翌月分の年金から加給年金額が加算される。 

２．夫の老齢厚生年金に加給年金額が加算されている場合、妻が老齢基礎年金の繰上げ請求をし

たときは、その加給年金額の支給は停止される。 

３．妻が夫より年上の場合、妻の老齢基礎年金に振替加算が行われることはない。 

４．振替加算額が加算された老齢基礎年金の受給権者である妻が、その後、夫と離婚した場合、

振替加算額は加算されなくなる。 

 

（問題３７） 
 

（設問Ｄ）会社員の山根さん（６５歳）は、老齢年金の繰下げ受給について、ＣＦＰ認定者に質問を

した。ＣＦＰ認定者の老齢年金の繰下げ受給に関する次の説明のうち、最も不適切なもの

はどれか。なお、山根さんには生計を維持している妻（６３歳）がいるものとする。また、

記載のない事項については、支給要件を満たしているものとする。 

 

１．「在職老齢年金制度により山根さんの老齢厚生年金の全部または一部が支給停止される場合、

その支給停止相当分は繰下げによる増額の対象とはなりません。」 

２．「山根さんが老齢厚生年金を繰下げ受給する場合であっても、老齢厚生年金に加算される加

給年金額は増額されません。」 

３．「山根さんが６６歳になる前に、障害厚生年金や遺族厚生年金の受給権者となった場合、老

齢厚生年金の繰下げ受給の申出をすることはできません。」 

４．「山根さんが老齢厚生年金の繰下げ受給の申出をする場合、老齢基礎年金も同時に申出をし

なければなりません。」 
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（問題３８） 
 

（設問Ｅ）ＬＭ株式会社に勤務していた野村次郎さんは、２０２５年４月１３日に病気のため死亡した。

以下の＜資料＞に基づき、次郎さんが死亡した時点で妻の華子さんに支給される公的年金の

遺族給付の額として、正しいものはどれか。なお、保険料納付要件および生計維持要件は満

たしているものとする。 

 

＜資料＞ 
 

［野村家のデータ］ 

氏名 続柄 備考 

野村 次郎 夫 

・ １９７０（昭和４５）年８月１２日生まれ（死亡当時５４歳） 

・ 大学卒業後の２２歳から死亡するまでＬＭ社に勤務し、厚生年金に

加入していた。 

野村 華子 
本人

（妻） 

・ １９７４（昭和４９）年６月２０日生まれ（５１歳） 

・ ２８歳の時に次郎さんと結婚し、以後就労していない。 

野村 幸二 長男 ・ ２００４（平成１６）年５月１６日生まれ（２１歳・大学生） 

野村 裕美 長女 
・ ２００６（平成１８）年４月１７日生まれ（１９歳・大学生） 

・ 先天性疾患により、障害等級２級に該当する障害の状態にある。 

野村 美麗 二女 ・ ２００９（平成２１）年７月２５日生まれ（１６歳・高校生） 

※野村さん家族は同一世帯であり、長女を除き障害の状態にない。 

 

［次郎さんの厚生年金加入歴等］ 

 
［遺族厚生年金額の計算式］ 

（①＋②）×３／４ 

① ２００３（平成１５）年３月以前の被保険者期間分 

平均標準報酬月額 × 
 ７.１２５ 

１０００
 × 

２００３（平成１５）年３月以前の

被保険者期間の月数
 

② ２００３（平成１５）年４月以後の被保険者期間分 

平均標準報酬額 × 
 ５.４８１ 

１０００
 × 

２００３（平成１５）年４月以後の

被保険者期間の月数
 

※短期要件に基づく遺族厚生年金の額は、被保険者期間が３００月未満の場合は、３００月とみ

なして計算する。 

  

▲ 
入社 

２００３年 
（平成１５年) 

４月 
▼ 

被保険者期間 ２６４月 
平均標準報酬額 ５１万円 

▲ 
死亡 

１９９３年 
（平成５年) 

４月 
▼ 
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［中高齢寡婦加算の額］ ６２３,８００円 

［遺族基礎年金の額］  ８３１,７００円 

［子の加算額］ 第１子、第２子 １人当たり ２３９,３００円 

第３子以降   １人当たり  ７９,８００円 

 

１．１,８３６,０８４円 

２．２,０７５,３８４円 

３．２,１５５,１８４円 

４．２,３３０,４１２円 

 

（問題３９） 
 

（設問Ｆ）個人事業主である湯本一郎さんは、２０２５年１０月１２日に病気のため死亡した。以下の

＜資料＞に基づき、一郎さんの死亡により遺族が受け取ることができる国民年金の遺族給付

に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 

 

＜資料＞ 
 

［湯本家のデータ］ 

氏名 続柄 備考 

湯本 一郎 夫 

・ １９６８（昭和４３）年５月３０日生まれ（死亡当時５７歳） 

・ ２０歳から死亡するまでの間、国民年金の第１号被保険者として、国

民年金保険料および付加保険料を継続して納付した。 

・ 厚生年金の加入歴はなく、障害基礎年金の支給を受けたことはない。 

湯本 久子 妻 

・ １９６６（昭和４１）年１２月２３日生まれ（５８歳） 

・ ２２歳から１２年間厚生年金に加入していたが、３４歳の時に一郎さ

んと結婚してからは国民年金の第１号被保険者として、国民年金保

険料および付加保険料を継続して納付しており、今後も６０歳に達

するまでの間、引き続き納付する予定である。 

湯本 朱音 長女 

・ ２００４（平成１６）年７月８日生まれ（２１歳・大学生） 

・ ２０歳から国民年金の第１号被保険者となり、以後継続して学生納付

特例の適用を受けている。 

※久子さんと朱音さんは一郎さんに生計を維持されていた。 

 

１．久子さんが寡婦年金を受給する場合の支給額は、一郎さんが受給できるはずだった国民年金

第１号被保険者期間に基づく老齢基礎年金額および付加年金額の４分の３に相当する額である。 

２．久子さんが寡婦年金を受給する場合、一郎さんが６０歳に達するはずだった日の属する月の

翌月である２０２８年６月分から受給することができる。 

３．久子さんが死亡一時金を受給する場合、一郎さんが付加保険料を３年以上納付しているため、

死亡一時金に８,５００円が加算される。 

４．久子さんが死亡一時金の請求を行わず、寡婦年金を受給する場合、死亡一時金の受給権は次

順位の遺族に当たる朱音さんに移る。  
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（問題４０） 
 

（設問Ｇ）障害年金とその他の公的年金等との支給調整等に関する次の記述のうち、最も不適切なもの

はどれか。なお、記載のない年金等の支給要件はすべて満たしているものとする。 

 

１．同一の支給事由により、国民年金および厚生年金の障害年金給付と労働者災害補償保険の年

金給付の支給を同時に受けることができる場合、国民年金および厚生年金の障害年金給付が

全額支給され、労働者災害補償保険の年金給付は所定の割合で減額される。 

２．障害厚生年金の受給権者が、雇用保険の高年齢雇用継続給付を受給することができる場合、

障害厚生年金と高年齢雇用継続給付は調整されることなく併給される。 

３．同一の支給事由により、障害厚生年金および健康保険の傷病手当金の支給を受けることがで

きる場合、障害厚生年金の額（同一支給事由の障害基礎年金を受けることができるときは、

その合算額）を３６０で除した額が傷病手当金の日額よりも少ないときは、その差額に相当

する傷病手当金が支給される。 

４．障害厚生年金の受給権者が、老齢基礎年金の受給権を有する場合、当該受給権者の年齢にか

かわらず障害厚生年金と老齢基礎年金は併給される。 

 

（問題４１） 
 

（設問Ｈ）日本年金機構のねんきん定期便およびねんきんネットに関する次の記述のうち、最も適切な

ものはどれか。 

 

１．ねんきん定期便の「老齢年金の見込額」には、配偶者の情報が必要となる加給年金額は反映

されない。 

２．ねんきん定期便は、毎年の誕生月（１日生まれの人には誕生月の前月）にはがきで届くが、

節目年齢と位置付けられる４０歳、５０歳、５９歳の年は封書で届く。 

３．ねんきんネットの利用登録方法は、ねんきん定期便記載のアクセスキー等を利用してユーザ

ＩＤを取得する方法と日本年金機構のホームページに必要事項を入力してユーザＩＤが記載

されたはがきを郵送してもらう方法の２つに限られる。 

４．ねんきんネットでは、今後の働き方などの試算条件に基づく年金見込額の試算機能は、７０

歳以上の者は利用することができない。  
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問９ 

 企業年金や退職金等に関する以下の設問Ａ～Ｄについて、それぞれの答えを１～４の中から１つ選ん

でください。 

 

（問題４２） 
 

（設問Ａ）企業型確定拠出年金（以下「企業型」という）に関する次の記述のうち、最も適切なものは

どれか。 

 

１．企業型の老齢給付金の受給権を有する者も、企業型の加入者となることができる。 

２．企業型における老齢給付金の受給開始の上限年齢は７０歳である。 

３．企業型の掛金は、月単位での拠出のほか、賞与時期のみの拠出とすることも可能である。 

４．企業型の加入者が掛金を拠出（マッチング拠出）している場合、個人型確定拠出年金（ｉＤ

ｅＣｏ）にも加入し、掛金を拠出することができる。 
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（問題４３） 
 

（設問Ｂ）自営業者の中井さん（３７歳７ヵ月）は、老後の年金が老齢基礎年金のみであることに不安

を感じており、国民年金基金への加入を検討している。中井さんが現時点で以下の＜資料＞

のとおり国民年金基金に加入した場合、６５歳時点で受給することができる年金額（年額）

として、正しいものはどれか。なお、受給年金額（年額）は百円未満を四捨五入すること。 

 

＜資料＞ 
 

［給付の型と加入口数］ 

給付の型 加入口数 受給年金月額（１口当たり） 給付の内容 

１口目 Ａ型 １口 １５,０００円 ６５歳～終身 １５年保証期間付 

２口目以降 
Ａ型 １口 ５,０００円 ６５歳～終身 １５年保証期間付 

Ⅰ型 ２口 ５,０００円 ６５歳～８０歳 １５年確定年金 

 

［加算額の計算］ 

５０歳未満の人が誕生月以外の月に加入した場合、次年齢に達するまでの月数に応じて年金額に

加算額が加算される。 

加算額（年額）＝単位加算額×加算月数×加入口数 

※加算月数は、加入の翌月から次年齢に達する月までの月数 

加入時年齢 
単位加算額 

１口目の年金 ２口目以降の年金 

３７歳 １口 ８０１円 １口 ２６７円 

３８歳 １口 ８３４円 １口 ２７８円 

 

１．３６６,７００円 

２．３６８,０００円 

３．３６８,３００円 

４．３７１,２００円 
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（問題４４） 
 

（設問Ｃ）個人事業主の永井さん（３９歳）は、６０歳になったら長男に事業の全部を譲渡することを

考えており、その後の老後資金確保のため、小規模企業共済制度への加入を検討している。

以下の＜資料＞に基づき、永井さんが受け取ることができる基本共済金（以下「共済金」と

いう）の額として、正しいものはどれか。なお、加入条件はすべて満たしているものとする。 

 

＜資料＞ 
 

［永井さんの加入内容等］ 

・ ４０歳から６０歳になるまで２０年間加入するものとする。 

・ 共済金は、事業の全部を譲渡した後に請求し一括で受け取るものとする。 

・ 掛金月額の推移 ４０歳加入時：１５,０００円 

４５歳から：３０,０００円（１５,０００円増額） 

５０歳から：６０,０００円（３０,０００円増額） 

 

［共済金に関する事項］ 

共済金の額は、請求事由、掛金月額、掛金納付月数によって算定される。 

共済金Ａ：個人事業主については、個人事業を廃業したとき、配偶者または子へ事業の全部を譲

渡したとき、共済契約者が死亡したとき 

共済金Ｂ：個人事業主については、１８０月以上掛金を払い込んだ者が６５歳以上になったとき 

準共済金：個人事業を法人成りした結果、加入資格がなくなったとき 

 

［掛金１口（５００円）当たりの共済金の額］ 

掛金納付月数 共済金Ａ 共済金Ｂ 準共済金 

 ６０月  ３１,０７０円  ３０,７３０円  ３０,０００円 

１２０月  ６４,５３０円  ６３,０４０円  ６０,０００円 

１８０月 １００,５５０円  ９７,０２０円  ９０,０００円 

２４０月 １３９,３２０円 １３２,９４０円 １２０,９７５円 

３６０月 ２１７,４００円 ２１０,５９０円 １９１,６３７円 

 

１．１０,３３０,５００円 

２．１０,５３９,９００円 

３．１０,６８１,２００円 

４．１１,０６７,９００円 
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（問題４５） 
 

（設問Ｄ）平尾さんは、ＫＹ株式会社に勤務し、２０２１年４月からは取締役を兼任し、その後取締役

専任となり、２０２５年１１月に退職して、従業員期間と役員期間を合わせた退職一時金が

支給される予定である。以下の＜資料＞に基づく平尾さんの２０２５年分の所得税に係る退

職所得の金額として、正しいものはどれか。なお、このほかに退職所得はない。 

 

＜資料＞ 

 

 

［平尾さんが受け取る退職一時金の額］ 

従業員期間分：２,０００万円 役員期間分：５００万円 

 

［退職所得金額の算出方法］ 

退職所得金額＝（特定役員退職手当等の収入金額－特定役員退職所得控除額）＋ 

（一般退職手当等の収入金額－一般退職所得控除額）×１／２ 

特定役員退職所得控除額：①と②の金額の合計額 

① ４０万円×（特定役員等勤続年数－重複勤続年数） 

② ２０万円×重複勤続年数 

一般退職所得控除額：③または④の金額から特定役員退職所得控除額を控除した残額 

③ 勤続年数が２０年以下の場合：４０万円×勤続年数 

④ 勤続年数が２０年を超える場合：８００万円＋７０万円×（勤続年数－２０年） 

※各勤続年数の１年未満の端数は、それぞれ１年に切り上げる。 

 

１．  ８１５万円 

２．  ９８５万円 

３．１,００５万円 

４．１,６３０万円  

［平尾さんのＫＹ社における勤続期間等］ 

▲ 

２０２１年４月１日 

取締役を兼任 

２０２２年９月３０日 

使用人の地位喪失 

▼ 

従業員期間（１７年６ヵ月） 

２００５年４月１日 

入社 

▼ 

勤続期間（２０年８ヵ月） 

▲ 

２０２５年１１月３０日 

退職 
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問１０ 

 中小法人の資金計画に関する以下の設問Ａについて、答えを１～４の中から１つ選んでください。 

 

（問題４６） 
 

（設問Ａ）中小企業者を対象とした信用保証協会の信用保証制度に関する次の記述のうち、最も不適切

なものはどれか。 

 

１．信用保証制度を利用する場合、団体信用生命保険へ加入しなければならない。 

２．会社が所有する不動産の担保提供があり十分な保全が図られている場合、信用保証協会は会

社の代表者の連帯保証を不要とする取扱いをすることができる。 

３．農業が主たる事業の場合、信用保証制度の保証対象とならない。 

４．中小企業者が信用保証を受けた借入金を返済できなくなった場合、信用保証協会が借入金残

高の全額を金融機関に代位弁済する。 
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問１１ 

 ＣＦＰ認定者にとって、リタイアメントプランニングに関する情報に関心をもち、情報収集してお

くことは大切です。以下の設問Ａ～Ｄについて、それぞれの答えを１～４の中から１つ選んでください。 

 

（問題４７） 
 

（設問Ａ）浜松由伸さんは、公証役場に出向き、以下の＜条件＞に基づいて、公正証書遺言１通を作成

する予定である。＜公正証書作成手数料の表＞に基づいて計算した手数料の合計額として、

正しいものはどれか。なお、公正証書の枚数による手数料の加算は考慮しないものとする。 

 

＜条件＞ 
 

・ 由伸さんの推定相続人は、妻、長男および二男である。 

・ 由伸さんの所有財産は下表のとおりであり、現金の合計額は１２,８００万円である。 

・ 宅地、建物の評価額および取得予定者は下表のとおりである。 

・ 妻、長男および二男が取得する財産の相続税評価額が法定相続分と同じになるように現金を分

割する。 

・ 祭祀主宰者は長男と指定する。 

 

［遺産分割とその価額］ 

取得予定者 財産 
固定資産税評価証明書を 

基にした評価額 
相続税評価額 

妻 

甲宅地上の建物 １,６００万円 １,６００万円 

乙宅地上の建物 １,４００万円 １,４００万円 

現金 － ＊＊＊＊万円 

長男 
甲宅地 ３,０００万円 ３,５００万円 

現金 － ＊＊＊＊万円 

二男 
乙宅地 ２,０００万円 ２,３００万円 

現金 － ＊＊＊＊万円 

合計 － ２１,６００万円 

※問題作成の都合上、表の一部を「＊＊＊＊」にしてある。 
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＜公正証書作成手数料の表＞ 

目的の価額 手数料 

１００万円以下 ５,０００円 

１００万円を超え２００万円以下 ７,０００円 

２００万円を超え５００万円以下 １１,０００円 

５００万円を超え１,０００万円以下 １７,０００円 

１,０００万円を超え３,０００万円以下 ２３,０００円 

３,０００万円を超え５,０００万円以下 ２９,０００円 

５,０００万円を超え１億円以下 ４３,０００円 

１億円を超え３億円以下 
４３,０００円に超過額５,０００万円までご

とに１３,０００円を加算した額 

３億円を超え１０億円以下 
９５,０００円に超過額５,０００万円までご

とに１１,０００円を加算した額 

１０億円を超える場合 
２４９,０００円に超過額５,０００万円まで

ごとに８,０００円を加算した額 

※宅地および建物に係る目的の価額は、固定資産税評価証明書を基にした評価額によるものとする。 

※推定相続人ごとに目的の価額を算出してそれぞれの手数料を算定し、その合計額が公正証書作成手数

料の額となる。 

※遺言加算：１通の公正証書遺言における目的の価額の合計額が１億円を超えないときは、１１,０００

円を加算する。 

※祭祀主宰者が指定されている場合は、手数料に別途１１,０００円を加算する。 

 

１．１２８,０００円 

２．１３９,０００円 

３．１５０,０００円 

４．１５３,０００円 

 

（問題４８） 
 

（設問Ｂ）財産管理等委任契約、任意後見制度および成年後見制度に関する次の記述のうち、最も不適

切なものはどれか。 

 

１．財産管理等委任契約は民法上の委任契約に基づき、財産の管理等を委任者本人が選んだ受任

者に委任する契約で、契約締結後直ちに効力を生じさせることができる。 

２．財産管理等委任契約については、委任者と受任者との間での公正証書による契約は義務付け

られていない。 

３．任意後見契約の委任者の死亡届について、任意後見人は届出人となることができるが、任意

後見受任者は任意後見契約が発効前のため、届出人となることはできない。 

４．成年後見人は成年被後見人が死亡した場合、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意

思に反することが明らかなときを除き、家庭裁判所の許可を得て、成年被後見人の遺体の火

葬に関する契約の締結を行うことができる。 
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（問題４９） 
 

（設問Ｃ）高齢者の居住の安定確保に関する法律（高齢者住まい法）に基づくサービス付き高齢者向け

住宅に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 

 

１．入居者本人の要件は、６５歳以上の人または６５歳未満の要介護認定もしくは要支援認定を

受けている人とされている。 

２．各居住部分の床面積は、居間、食堂、台所その他の住宅居住部分が、高齢者が共同して利用

するため十分な面積を有する場合は、１８ｍ2以上とされている。 

３．事業者は、賃貸借方式の契約の場合、入居者から入居時に敷金を受領することができる。 

４．事業者は、契約において前払金の算定の基礎、返還債務の金額の算定方法を明示している場

合、入居者から家賃やサービスの対価を前払金で受領することができる。 

 

（問題５０） 
 

（設問Ｄ）高齢者の居住の安定確保に関する法律（高齢者住まい法）に基づく終身建物賃貸借制度（以

下「本制度」という）に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 

 

１．終身建物賃貸借契約は、認可を受けた事業者が賃借人である一定の高齢者と公正証書等の書

面によって締結し、賃借人が死亡することにより当該契約が終了する契約である。 

２．賃借人は７０歳以上の高齢者に限られるが、７０歳未満の場合でも、配偶者が７０歳以上の

高齢者であれば、配偶者と同居することを条件に入居することができる。 

３．賃借人が、親族と同居することになり終身建物賃貸借契約を解約する場合、６ヵ月以上前に

解約の申入れをしなければならない。 

４．賃借人が本制度による住宅に長期にわたり居住せず、かつ、居住の見込みもないために当該

住宅を適正に管理できない場合、事業者は都道府県知事または指定都市等の市長の承認を得

ずに終身建物賃貸借契約を解約することができる。 

 


